
募
　
集

催
　
し

健
康
・
福
祉

お
知
ら
せ

伝
言
板

教
育
・
文
化
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「
財
団
法
人
雇
用
振
興
協
会
」
で
は
、

３
年
11
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災

に
よ
り
、
住
居
が
全
壊
す
る
な
ど
の
被

害
を
受
け
、
居
住
す
る
住
宅
が
な
い
人

を
対
象
に
、
現
在
、
雇
用
促
進
住
宅
へ

の
一
時
入
居
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

宿
舎
名　

雇
用
促
進
住
宅

　

千
丁
宿
舎
（
３
Ｄ
Ｋ
・
約
30
戸
）

所
在
地

　

千
丁
町
古
閑
出
２
４
４
０
‐
３

入
居
期
間　

９
月
30
日
ま
で

　

家
賃
・
敷
金
は
無
料

　

光
熱
水
費
（
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
）、

　

共
益
費
、
駐
車
場
は
自
己
負
担

問
合
せ

　

財
団
法
人
雇
用
振
興
協
会
九
州
支
所

　

福
岡
市
博
多
区

　

博
多
駅
前
２
丁
目
20
‐
１

　

大
博
多
ビ
ル
３
階

　

☎
０
９
２
‐
４
５
１
‐
１
５
３
３

　

就
業
資
格
取
得
支
援
助
成
金
と
は
、

雇
用
者
の
都
合
に
よ
る
解
雇
、
雇
止
め
、

ま
た
は
自
営
業
の
廃
業
に
よ
り
職
を

失
っ
た
人
で
、
現
在
、
公
共
職
業
安
定

所
を
通
じ
た
求
職
活
動
を
行
っ
て
い
る

人
が
、
再
就
職
の
た
め
必
要
と
す
る
資

格
取
得
費
用
な
ど
の
一
部
を
助
成
す
る

も
の
で
す
。

助
成
の
対
象
と
な
る
資
格　

就
職
す
る

う
え
で
、
有
利
と
な
る
資
格

　

例
）
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
講
座
、
ケ
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
講
座
、
車
両
系
建
設

機
械
技
能
講
習
、フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、

大
型
二
種
免
許
な
ど

助
成
の
対
象
と
な
る
経
費　

講
座
な
ど

の
受
講
費
用
、
教
材
費
用
、
試
験
な

ど
の
受
験
費
用
、
資
格
の
登
録
費
用

助
成
額　

資
格
取
得
な
ど
に
要
し
た
経

費
の
１
／
２
（
上
限
５
万
円
）
こ
の

助
成
金
を
受
け
る
場
合
は
、
受
講
す

る
前
に
必
ず
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

商
工
振
興
課
☎
33
８
５
１
３

　

市
で
は
、
市
内
の
中
高
年
齢
者
（
概

ね
45
歳
以
上
）
を
対
象
と
し
た
、
職
業

相
談
や
職
業
紹
介
、
雇
用
相
談
を
行

う
「
八
代
市
中
高
年
齢
者
職
業
相
談
室
」

を
サ
ン
ラ
イ
フ
八
代
（
日
置
町
６
９
２

‐
１
）
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

利
用
時
間

　
　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

休
　
み　

土
・
日
・
祝
日

　
　
　

毎
月
第
２
月
曜
日
・
年
末
年
始

問
合
せ

　

八
代
市
中
高
年
齢
者
職
業
相
談
室

　
　
　
　
　
　

☎
34
２
３
５
４

　

商
工
振
興
課
☎
33
８
５
１
３

　

熊
本
県
で
は
、
八
代
地
域
振
興
局
１

階
に
「
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
や
つ
し
ろ
」
を

設
置
し
、
就
職
に
関
す
る
相
談
や
支
援

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

対
象　

概
ね
35
歳
未
満
の
人
、
高
校
・

大
学
な
ど
の
学
生
や
保
護
者

内
容　

就
職
相
談
、
履
歴
書
・
職
務
経

歴
書
作
成
指
導
、
適
職
診
断
、
求
人

や
職
業
訓
練
講
座
の
情
報
提
供
な
ど

相
談
時
間

　
　
　
　

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

問
合
せ　

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
や
つ
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
33
３
７
５
６

文
化

催
し

募
集

健
康

福
祉

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

情
報
ナ
ビ

被
災
さ
れ
た
人
へ

雇
用
促
進
住
宅
入
居
者
募
集

就
業
資
格
取
得
支
援
助
成
金

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

無
料
で
す 

お
気
軽
に

中
高
年
齢
者
職
業
相
談
室

若
い
人
の
お
仕
事
探
し
を

お
手
伝
い
し
ま
す

①八代市新規就農者支援事業
対象者　4月1日以降に就農し熊本県の就農計画認定を
受けた人（ただし、農業後継者は、親とは異なる新たな
農業経営（部門経営を含む）を開始する人）

助成内容　農業経営の開始に必要な機械や施設など対象
者が自らの経営において使用するために行う整備事業
（トラック・パソコンなど農業経営以外への汎用性が高
いもの、親の経営と共用可能なものを除く）に対して、
消費税相当額を除いた導入経費の 1/2 以内（上限＝
100万円）

②八代市農地利用集積促進事業
対象者　市内に住所を有する農業を営む人で市税に滞納
がない人

助成内容
（１）　5年以上の新規の賃借権設定による農地の集積に
対して、10ａ当り2万円（初年度のみ）

（２）　賃借権設定後の経営耕地面積が5割以上または
1ha以上増加した場合、規模拡大に必要な農業機械な
ど（トラック・パソコンなど農業経営以外への汎用性が
高いものを除く）の導入に対して、消費税相当額を除い
た経費の1/2以内（上限＝100万円）

注意事項　①②の両事業とも、国または県による同一事
業の助成の併用はできません。

問合せ 農業政策課農政係☎33-4117（内線2300）

広 告




